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告     示 

和歌山県告示第1009号 

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第5条第1項の規定による特定施設の設置の許可

の申請があったので、その概要を次のとおり告示する。 

なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関す

る事項を記載した書面を、次のとおり縦覧に供する。 

令和6年11月12日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 申請の概要 

（1）申請者の住所、氏名又は名称及び代表者の氏名 

住所 和歌山県和歌山市南汀丁8番地 

氏名又は名称 セイカ株式会社 代表取締役社長 竹田成宏 

（2）工場又は事業場の所在地及び名称 

所在地 和歌山県海南市藤白758-73 

名称 セイカ株式会社 海南工場 

（3）特定施設に関する事項 

別表1のとおり 

（4）汚水等の処理施設に関する事項 

別表2のとおり 

（5）排出水の汚染状態及び量 

別表3のとおり 

2 縦覧の期間及び場所 

（1）期間 

令和6年11月12日から同年12月3日まで 

（2）場所 

和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課及び海南市くらし部環境課 

別表1 

種類 
基

数 
能力 

使用開

始予定

年月日 

1日当 

たりの 

使用時 

間   

特定施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態 

区

分 

汚水等 

の量  

(m3/日) 

pH 
BOD 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

SS 

(mg/L) 

T-N 

(mg/L) 

T-P 

(mg/L) 

n-Hex 

(mg/L) 

大腸菌 

群数 

（個/cm3）
               

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報 
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第46号ロ 

SK-K 

（309A） 

1 25m3 許可後 24時間 

通

常 
90 11 230 230 3.8 19 <1 <0.5 <10 

最

大 
120 11 300 300 5 25 <1 <0.5 <10 

 

別表2 

種類

及び

形式 

構造 

主要 

寸法 

(m) 

能力 

(m3/日) 

汚水等

の処理 

方式 

設置年

月日又

は使用

開始予

定年月 

日 

汚水等の処理施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態 

区分 

汚水 

等の 

量 

(m3/日) 

pH 
BOD 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

SS 

(mg/L) 

T-N 

(mg/L) 

T-P 

(mg/L) 

n-Hex 

(mg/L) 

大腸菌

群数  

（個/cm3） 

ダイオ

キシン

類   

(pg-

TEQ/L) 

排水

処理

設備 

SS、

ゴム

ライ

ニン

グ、

ろ過

器、

樹脂

貯蔵 

W51.9 

× 

L125 

× 

H11.9 

3,400 

中 和 、

固 液 分

離 、 エ

ア ー リ

ン グ 、

活 性 炭

処 理 、

ろ 過 、

活 性 汚

泥 処

理 、 凝

集 沈 殿

処 理 、

微 生 物

固 定 化

担 体 処

理 

許可後 

通

常 

処

理

前 

1,101 13 60 180 66.5 60 20 <0.5 <3,000 15 

処

理

後 

2,127 
6.0- 

8.0  
<40 6 5 20 0.2 <0.5 <3,000 <2.5 

最

大 

処

理

前 

1,291 13 60 200 79.1 100 40 <0.5 <3,000 15 

処

理

後 

2,317 
6.0- 

8.0  
<60 10 8 30 2 <0.5 <3,000 5 

 

別表3 

排水口名 

排出水の量及び汚染状態 

区 

分 

汚水等 

の量 

(m3/日) 

pH 
BOD 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

SS 

(mg/L) 

T-N 

(mg/L) 

T-P 

(mg/L) 

n-Hex 

(mg/L) 

大腸菌群

数    

(個/cm3) 

ダイオキ

シン類  

(pg-TEQ/L) 

排水口 

No.1 

通 

常 
3,210 6.0-8.0 <40 6.1 5 15.9 0.26 <0.5 <3,000 <2.5 

最 

大 
3,420 6.0-8.0 <60 10.2 8 22.3 2.04 <0.5 <3,000 5 

 

和歌山県告示第1010号 

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第8条第1項の規定による特定施設の構造等の変

更の許可の申請があったので、その概要を次のとおり告示する。 

なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関す

る事項を記載した書面を、次のとおり縦覧に供する。 

令和6年11月12日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 申請の概要 

（1）申請者の住所、氏名又は名称及び代表者の氏名 

住所 和歌山県和歌山市南汀丁8番地 

氏名又は名称 セイカ株式会社 代表取締役社長 竹田成宏 

（2）工場又は事業場の所在地及び名称 

所在地 和歌山県海南市藤白758-73 

名称 セイカ株式会社 海南工場 
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（3）特定施設に関する事項 

別表1のとおり 

（4）汚水等の処理施設に関する事項 

別表2のとおり 

（5）排出水の汚染状態及び量 

別表3のとおり 

2 縦覧の期間及び場所 

（1）期間 

令和6年11月12日から同年12月3日まで 

（2）場所 

和歌山県環境生活部環境政策局環境管理課及び海南市くらし部環境課 

別表1 

種類 
基

数 
能力 

使用開

始予定

年月日 

1日当 

たりの 

使用時 

間   

特定施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態 

区

分 

汚水等 

の量  

(m3/日) 

pH 
BOD 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

SS 

(mg/L) 

T-N 

(mg/L) 

T-P 

(mg/L) 

n-Hex 

(mg/L) 

大腸菌 

群数 

（個/cm3）

第46号ロ 

SK-K 

（261） 

1 600L 許可後 3時間 

通

常 
25 7.0 5,000 5,000 4 4 <0.01 <1 <10 

最

大 
30 7.0 6,000 6,000 5 5 <0.01 <1 <10 

 

別表2 

種類

及び

形式 

構造 

主要 

寸法 

(m) 

能力 

(m3/日) 

汚水等

の処理 

方式 

設置年

月日又

は使用

開始予

定年月 

日 

汚水等の処理施設の使用時における汚水等の量及び汚染状態 

区分 

汚水 

等の 

量 

(m3/日) 

pH 
BOD 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

SS 

(mg/L) 

T-N 

(mg/L) 

T-P 

(mg/L) 

n-Hex 

(mg/L)

大腸菌

群数  

（個/cm3） 

ダイオ

キシン

類   

(pg-

TEQ/L) 

排水

処理

設備 

SS、

ゴム

ライ

ニン

グ、

ろ過

器、

樹脂

貯蔵 

W51.9 

× 

L125 

× 

H11.9 

3,400 

中 和 、

固 液 分

離 、 エ

ア ー リ

ン グ 、

活 性 炭

処 理 、

ろ 過 、

活 性 汚

泥 処

理 、 凝

集 沈 殿

処 理 、

微 生 物

固 定 化

担 体 処

理 

許可後 

通

常 

処

理

前 

1,101 13 60 180 66.5 60 20 <0.5 <3,000 15 

処

理

後 

2,127 
6.0- 

8.0  
<40 6 5 20 0.2 <0.5 <3,000 <2.5 

最

大 

処

理

前 

1,291 13 60 200 79.1 100 40 <0.5 <3,000 15 

処

理

後 

2,317 
6.0- 

8.0  
<60 10 8 30 2 <0.5 <3,000 5 

 

別表3 

排水口名 

排出水の量及び汚染状態 

区 

分 

汚水等 

の量 

(m3/日) 

pH 
BOD 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

SS 

(mg/L) 

T-N 

(mg/L) 

T-P 

(mg/L) 

n-Hex 

(mg/L) 

大腸菌群

数    

(個/cm3) 

ダイオキ

シン類  

(pg-TEQ/L) 

排水口 

No.1 

通 

常 
3,210 6.0-8.0 <40 6.1 5 15.9 0.26 <0.5 <3,000 <2.5 

最 

大 
3,420 6.0-8.0 <60 10.2 8 22.3 2.04 <0.5 <3,000 5 
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